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（背景）１２市町村合併・政令指定都市移行

１．平成17年7月、人口・産業構造・地形などの異な
る12市町村が合併。政令市（人口70万）移行目的。
市町村単位では全国第2位の面積となる。
→合併に伴い、膨大な資産を保有することに。
道路総延長も8,800kmと都道府県並みに。

２．平成19年4月、政令指定都市への移行。
→区役所等の新たな施設を設置。また、
権限移譲により、県道・3桁国道の整備・管理
も担当することに。

３．過疎地も含む政令指定都市として取り組むべき
課題を多く抱えるなかで、安定した行財政運営を
めざすためには行財政改革が不可欠。

４．平成19年5月には、行財政改革推進を旗頭とした
鈴木康友現市長が現職を破り当選。都市の将来像を
「クラスター型」から「ひとつの浜松」に大きく転換。



浜松市における公会計の取組みの歴史

浜 松 市 に お け る 取 り 組 み

平成12年 １１月 １１年度決算から 普通会計バランスシート（BS）の作成･公表を開始

平成17年 ７月 １２市町村が合併し、現在の浜松市になる

８月 浜松市行財政改革推進審議会（行革審）が発足

平成18年 ３月 行革審からの答申（民間企業の会計方法の導入と会計基準の作成）

４月 浜松市新公会計制度研究会の設置

９月 総務省方式改訂モデルによる普通会計財務書類を作成・公表

１２月 「浜松市公会計改革アクション･プラン」の策定

平成19年 ５月 鈴木康友現市長が就任

浜松市行政経営基幹システム「コアら」の導入決定

固定資産台帳の整備及び複式簿記導入に向けた準備調整を開始

平成20年 ９月 総務省方式改訂モデルによる連結財務書類を作成・公表

平成21年 ４月 行政経営基幹システム「コアら」の稼動。固定資産台帳及び複式簿記の運用を開始

平成22年 ９月 総務省方式改訂モデルに加え、基準モデルによる普通会計書類を作成・公表（併用）

平成26年 ９月 平成25年度決算から基準モデルに一本化

平成28 年度 行政経営基幹システム「コアら」の固定資産台帳及び複式簿記システムを統一的な
基準仕様にモデルチェンジ

平成29年 ９月 統一的な基準に基づき平成28年度決算財務書類を作成・公表



固定資産台帳・複式簿記を備えたシステムの導入
（平成21年度運用開始）

旧システムの陳腐化と
市町村合併に伴う

システム統合を目的に、
文書事務や財務管理、
人事給与管理などを
総合的に管理できる

パッケージソフトを導入。
その際、一部カスタマイズ
して公会計対応可能な

システムにした。



資産データを固定資産台帳に一元化
（平成21年度運用開始)

全庁（公会計部分は財政課）
Ｈ21～（ホスト型）
①予算編成・執行管理、固定
資産台帳、文書管理システ
ムを含む統合システム

②固定資産台帳において、土
地・建物情報減価償却情報
を一括管理

③固定資産台帳と複式簿記
システムから財務書類作成

アセットマネジメント推進課
Ｈ21～（スタンドアローン型）
・施設（土地・建物）情報
・不動産基本情報
・個別情報（条例・利用者
等）

・個別ＬＣＣ情報
・将来の方向性
・ＧＩＳシステム連動

行政経営基幹システム
（通称コアら）

資産経営システム

基礎情報は固定資産台帳で一括管理したうえで
共通ＩＤにより情報共有

公共建築課
（スタンドアローン型）
・耐震診断状況
・耐震化状況
・改修履歴
・長寿命化履歴
・施設点検結果 など

営繕関連システム

財務
書類

①市民・議会 への公表
･･･ホームページ＋財政のすがた

②セグメント分析による内部利用

施設
カルテ

①市民等への公表
・・・ホームページ＋資産のすがた

②マネジメントのツールとしての活用

データ反映



集約した資産データを活用し、施設評価～個別計
画の策定～進捗管理（平成20～26年度）

年度 内 容

20 ・「資産経営課」「資産経営推進会議」を設置
・2,001施設の資産データを一元化
（固定資産台帳において一元管理したうえで、
毎年、施設単位の「施設カルテ」に落とし込む）

・資産経営推進方針を策定（平成21年4月公表）

21 ・第１期施設評価を公表（736施設）

22 ・第２期施設評価を公表（811施設）
・再配置計画基本方針を公表
・「浜松市資産のすがた」公表開始

23 ・再配置計画個別計画を公表（13用途）
・適正化計画、廃止計画を公表
・公共施設長寿命化計画を公表
※第6回日本ファシリティマネジメント大賞の最優秀賞受賞

24～26 ・適正化計画、廃止計画に基づく進捗管理

27 ・資産経営課からアセットマネジメント推進課へ改称
・公共施設等総合管理計画を策定（平成28年3月
公表）

28～ ・施設カルテを活用した計画の進捗管理

平成20年度保有施設2,001施設のうち

■削減施設数 431施設
●閉鎖 225施設

小中学校、職員宿舎、公衆トイレ、
書庫・倉庫、集会施設など

●管理主体変更 150施設
集会施設、書庫・倉庫、公衆トイレなど

●譲渡（売却含む） 23施設
駐車場、宿泊施設、道の駅、職員宿舎など

●貸付 33施設
廃校など

■延床面積 約22万㎡削減

財政効果試算値
・1年あたりランニングコストを

5億円削減
・今後50年間の改修・更新経費
を1,090億円削減

平成26年度までの取組みの成果



資産マネジメントの概要

資産経営
推進方針

施設評価

廃 止

廃止計画適正化計画

継 続

「適正化計画」及び「廃止計画」によるPDCA管理（５ヶ年計画）

再配置計画基本方針
転用施設

再配置計画個別計画

・確実な施設廃止
・活用（処分・貸付）の推進

転用による
継続

データ一元化
（平成20～21年度）

・コストの適正化、利用率の
向上等

環境整備
（体制・しくみ）

チェック
（施設仕分）

施設の再編
（統合・複合化）

進捗管理
（ＰＤＣＡ）

第
１
期
施
設
評
価
期
間

（
～
平
成
２
６
年
度
）

「
資
産
の
す
が
た
」で
状
況
を
毎
年
度
公
表



施設カルテ（例） 2枚中1枚目（基本情報）
施設コード、施設名称、
所在地、施設種別、
圏域区分、財産区分、
所管課

運営形態（直営or指定管
理者）、開館時間

設置根拠法令、
設置目的、主な利用者

BS情報（土地・建物・その
他勘定科目残高）

成果分析指標
（利用状況）

主な改修履歴

近隣の公共施
設配置状況PL情報（直近３～５年）

・現金収支の状況（人件
費含む）

・参考値として減価償却
費を併記建物情報（面積、構造、耐

震性能、建築年月日等）、
土地情報（面積、借地等）
用途地域



2枚中2枚目（分析評価）

・設置目的の継続性・妥当
性の自己評価

・主要事業の内容、事業費、
参加者数等

ハード面の課題、対応策
中長期的見直しの方向性（廃止、
民間移管、統廃合、複合化等）

資産に係る指標（面積あたり行
政コスト、利用者1人あたり行政
コスト、収支前年比等）

公共施設等総合管理計画の
書きぶり（圏域別方針、用途
別方針）

【結論】当該施設の個別方針
（例）当面、適切な維持管理に努
める。更新時には複合化あるい
は民間活力導入を検討する



浜松市の資産経営と公会計の関係（一部再掲）

１．浜松市の資産経営は、合併を契機に膨張した資産の整理の必要性に迫られたことにより、
行財政改革日本一を目指す市長の姿勢にも後押しされ、平成20年度から一気に進展。
資産経営に着手するにあたり、保有資産データの一元化を実施。
平成21年4月には固定資産台帳と複式簿記を備えた行政経営基幹システムが稼動。

２．資産経営は資産経営課（H20～H26）、アセットマネジメント推進課（H27～）が核。
公会計は財政課が核。
固定資産台帳の管理も、公共施設（＝事業用資産）はアセットマネジメント推進課が核、
インフラ資産は財政課が核、備品（＝物品）は調達課が核。統一的な基準の導入を機に
３課連携の必要性を再確認できた

３．資産経営は「施設カルテ」が軸。浜松市としては「施設カルテ」をもって固定資産台帳の
公表目的を果たしていると考えている（施設カルテは最新の固定資産台帳情報も含め
毎年度更新しホームページ等で公表している）

４．今後の課題は、ストックの金額情報の活かし方の追求。有形固定資産減価償却率などの
視点をマネジメントや外部への説明に組み込む努力が必要
なお、静岡県行政経営研究会（静岡県が主催し本市も含め県内市町が参加）において、
固定資産台帳情報を県内統一的な視点で分析して、団体間比較等を行う試みが進んで
いるので注目している



コアらを「統一的な基準」仕様にモデルチェンジ
（平成29年度運用開始）

●コアらの総合パッケージ機能を有効活用するため、総務省標準ソフトウェアを採用せず、
コアらを統一的な基準仕様にモデルチェンジ。

●仕訳方式は、従来どおり期末一括仕訳を採用。
●監査法人等の支援を得ず、移行作業は自前で対応。

（統一的な基準への対応）
①昭和59年以前取得の道路敷地等を備忘価格１円に

⇒固定資産台帳の残高を修正（財政課対応）
②貸借対照表上に減価償却累計額を明示、有形固定資産減価償却率への注目

⇒全データを洗い出し、耐用年数等を可能な範囲でチェック（財政課対応）
③財務諸表の勘定科目の変更

⇒節・細節単位の複式仕訳変換定義を見直し（財政課対応）
④基準モデルでは行っていなかった行政目的別仕訳の実施

⇒固定資産台帳に行政目的別仕訳用分析コードの入力項目を追加（財政課対応）
⑤連結財務書類の作成への対応

⇒連結団体入力用の様式作成（財政課対応）
⑥新たなルールの全庁への周知・浸透

⇒基本的な作業工程は基準モデルと同じであるため、変更点については作業工程ごとに発出
する通知等において周知を図った。

※平成２９年９月、統一的な基準に基づく平成28年度決算一般会計等財務書類及び全体財務書類を作成し
「財政のすがた」及びホームページにて公表済み。



資産登録事務フロー

担 当 課 アセットマネジメント推進課

財産取得

財産取得
確定

※物件番号の取得

財産施設
登録

新規施設
はいいいえ

契約・登記手続完了

確認／合議

通知

電子決裁

公有財産（土地・建物）取得の場合

次のスライドが実際の登録画面（番号は次のスライドに対応）

①施設ボタンを押し、対象施設を検索・選択
②登録する財産の種別を選択
③取得年月日の入力
⑥用途（工事名・設備名等）、取得原因（新築・増築等）、数量・面積、
取得価格（工事費等）、決算価格（無償取得の場合は残存価格）、
耐用年数、工事完了日などを入力

⑧更新ボタンで登録・決裁開始

新規施設の場合、アセットマネジメント推進課に連絡し、
物件番号を取得

・決裁は担当課所属長まで決裁のうえアセットマネジメント推進課に合議
・決裁文書には、土地の場合は公図や登記事項証明書、決算価格計算
表など、建物や工作物の場合は契約台帳や完成工作物引渡書など完
了日と工事費が分かるものや取得価格計算書（按分計算が必要な場
合）などを必ず添付

取得時の随時登録が原則。
なお、年度末（2月と4月の2回）に庁内向けの通知を出し、
登録漏れが生じることの無いよう、未処理分の登録を依頼





資産登録の判断基準
（資産形成orコスト）

次の２つのスライド（フローチャートと工事内容による判断の
具体例）とセットで全庁に通知。その際、最終的に仕訳から
作成されるBS勘定科目残高が固定資産台帳残高と一致
する必要があることを踏まえた対応･工夫を要請。

また、決算統計の課別資料作成時に、固定資産台帳登録
の有無を確認・明示してもらうようにした（期末一括で後述
する照合作業を行う際に参考にするため）

↑
全庁通知抜粋→







自動仕訳（期末一括連携）
［工程① 執行情報期末一括仕訳］
執行情報（伝票単位）をボタン1つで自動仕訳。
予算の節・細節ごとに登録された優先順位1位の
仕訳変換区分に一括して変更される。

［工程② 期末一括仕訳変更（歳入・歳出）］
その後、仕訳に複数の選択肢がある場合に、
手動で正しい仕訳に変更処理を行う。

※非資金取引については別途手処理で登録
伝票単位で

自動仕訳＋手動による変更処理



決算整理（勘定科目残高と
固定資産残高の照合作業）

主に執行情報
の仕訳から

固定資産台帳
登録から

執行情報と固定資産台帳情報とをそれぞれ
エクセルに落としたうえで突き合わせ、
ズレを見つけて解消する作業を積み上げ、
下記照合表の差額の解消を目指す
・・・最も労力の係る作業（約２ヶ月）
司令塔１人＋財政課職員全員協力



その他固定資産台帳あれこれ

• 固定資産台帳データ数は平成28年度末現在、約110,000件（システムが
異なる公営企業会計を除く。以下同じ）

• １年間の仕訳伝票数は、支出命令で260,490件（平成28年度実績）
• 平成28年度末資産残高は約1兆4千億万円。うち有形固定資産が1兆3

千億円で、事業用資産とインフラ資産が概ね半々（約6千5百億円ずつ）
。 インフラ資産は備忘価格1円評価により基準モデル時から約6千億円
減少

• 公有財産台帳の対象となる資産（BSの主に事業用資産）については、
登録・異動・処分等のたびにアセットマネジメント推進課合議となるため、
制御が利いていて概ね基準どおりの運用ができている

• 備品台帳の対象となる資産（BSの物品）も同様に調達課の合議が必要
で制御が利いている

• ただし、インフラ資産は実質、事業課まかせ。財政課から事業課には最
低限、法定の決算資料である道路台帳や河川台帳などとの整合とること
を要求。耐用年数別の登録の切り分け等については、合理的な説明が
つく範囲での省力化した対応を認めている

• 外部を含めチェックのあり方が課題と認識
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